
医療機関各位 

対象：精神科 入院施設を有する医療機関様 

精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する 

経過措置ついて 

 
標準負担額の経過措置の電算レセプトにおいての分類が明確になりました。 

既にお知らせしている経過措置の保険登録に「精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額」の場合

は追加の論理登録をお願いしたします。 

該当患者の主保険に保険管理画面で「１０１０８」を論理コードに追加して下さい。 

① 

保険画面 □平成 28 年経過措置（260 円）にチェック、又は、保険画面の論理コードに 10107 を入力のみ場

合は難病公費等に於る経過措置として「指定難病の電算化コード」を出力します。 

② 

保険画面 □平成 28 年経過措置（260 円）にチェックかつ保険画面の論理コードに 10108 を入力している場

合は、精神病床に長期入院する患者の経過措置として「精神病棟 1 年超の電算化コード」を出力します。 

（□平成 28 年経過措置（260 円）にチェックが付けられないときに、 

保険画面の特殊保険画面で 10107 10108 を入力してる場合も同様です。 

※保険画面では 10108 しか見えません。） 

 ②保険管理画面                  特殊保険画面 

 

 

  入力例 紙レセプトと電算レセプトイメージ 

  （電算イメージ） 

197003410:食事療養標準負担額（精神１年超） 

 

※該当することとなった起算日となる精神病床への入院

年月日はコメントで入力して下さい。 

 

株式会社メディブレイン  ０９２－４０３－０５３９ 


